
音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、幕別町、音更町商工会、士幌町商工会、上士幌町商工会、鹿追町商工会、
新得町商工会、清水町商工会、芽室町商工会、幕別町商工会、十勝総合振興局

〒080-0198 河東郡音更町元町2番地 音更町役場商工観光課内

e-mail : tokachihokuseibu@movie.ocn.ne.jp

十勝北西部通年雇用促進協議会催
主
〈

〉 0155-42-5412FAX/0120-980-454フリー
アクセス

セミナー
参加料

無料
季節労働者の皆さんへ

通年雇用支援
セミナーのご案内

13：30　開会及び主催者挨拶
13：40　講演　講師：小嶋亜希子氏
15：10　人材育成事業受講申込受付
　　　　　（受講の承認は後日とする）
　　　　 個別相談会

13：30～16：00

令和6年

2/13火

令和5年度通年雇用促進支援事業（北海道労働局委託）

お問い合わせ・お申し込み
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なぜ「通年雇用が良いのか」
もう一度確認しませんか？
～通年雇用のメリットをお伝えします。～

テーマ

開催スケジュール

講　師

OKO社会保険労務士事務所

小嶋 亜希子 氏
昭和63年3月　明治大学　卒業
同年4月　株式会社リクルート入社（求人情報誌の営業）
平成6年　株式会社リクルート東北支社に総務・人事
　　　　　として異動
平成10年12月　同社退職
平成12年11月　国家資格社会保険労務士　合格
平成13年4月より　学校法人大原学園札幌校にて講師
として採用
平成25年8月　同校退職
平成29年11月　国家資格キャリアコンサルタント合格
現在「北海道働き方改革推進支援センター」にて専門相
談員を行いながら、全道でセミナー活動を行っている

人材育成事業（無料）の
詳しい内容・お申し込み

は裏面へ！

セミナー終了後に
人材育成事業の
優先申し込みを
受け付けます。

受講料無料

技 能 講 習 Ⅰ

技 能 講 習 Ⅱ

ドローン検定講習

パ ソ コ ン 講 習

申し込みをできるのは、音更町・
士幌町・上士幌町・鹿追町・新得
町・清水町・芽室町・幕別町のい
ずれかにお住まいの、通年雇用化
を目指す季節労働者の方です。

河東郡音更町木野西通17丁目1
共栄コミュニティセンター
〈セミナー会場〉

音更町



※受講開始後、自己都合などにより受講を中止した場合は、受講料全額が本人負担となる場合があります。

人材育成事業 受講希望講習名

令和5年度　通年雇用支援セミナー　申込書

会　場

ご住所 〒　　　　-

お名前

フリガナ

携帯番号

令和6年2月13日（火） 音更町　共栄コミュニティセンター□

電話番号

セミナーのお申込み ●各項目すべて記入し、□欄は✓を入れてください。

●DJIスペシャリスト
●農業用ドローンライセンス

ドローン検定講習

●短期コース（90分×8回） ●長期コース（90分×12回）
受講者の希望・レベルに合わせて習得したい受講内容を、ワード、エクセル、
メール、Jw-cadなどの項目から自由に選ぶことができます。

パソコン講習

❶ 運転免許証・ハンコ（スタンプ式不可）
❷ 季節労働者であることを確認できる書類

●季節労働者で就労中の方は、雇用保険被保険者証
●季節労働者として就労し、令和4年4月1日以降に離職した方は 直近の雇用保険特例受給資格者証
●離職中で、前職の雇用保険が一般で雇用保険の受給資格を有さず、かつ前々職が季節労働者で
　令和4年4月1日以降に離職した方は 前職の離職票1・2と前々職の雇用保険特例受給資格証

❸ 技能講習を受講希望の方は、受講科目により技能講習終了証が必要です。
❹ その他、協議会が提出を求めるもの。

音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・
幕別町にお住まいの季節労働者の方が、技能向上や能力開
発を図り、通年雇用化を目指す場合に、次の講習や研修を無
料で受講することができます。※申し込み多数の場合は抽選となります。

申込み時に受講日程を
確認してください。
※令和6年3月25日までに受講を終了してください。

セミナー終了後に人材育成事業の
優先申込を受付けます。

各コース3名～20名

受講日程
（各講習・研修）

申込受付

定員

受講料はすべて無料!人材育成事業について

申込みに必要な書類など重要

0120-980-454お電話で
お申込みの方 0155-42-5412FAXで

お申込みの方

●
●
●
●
●
●
●
●
●

技能講習 Ⅰ  
車両系建設機械（整地等）運転技能講習
車両系建設機械（解体用）運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け技能講習
高所作業車運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
ガス溶接技能講習
ショベルローダー等運転技能講習

●
●
●
●
●

技能講習 Ⅱ  
地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
はい作業主任者技能講習
型枠支保工の組立等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習

□ ショベルローダー等運転技能講習
□ 地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習（3/6～8）
□ コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
□ 足場の組立て等作業主任者技能講習（3/1～2）
□ 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習（3/3～4）
□ ドローン検定講習
□ パソコン講習

□ 車両系建設機械（整地等）運転技能講習
□ 車両系建設機械（解体用）運転技能講習
□ 小型移動式クレーン運転技能講習
□ 玉掛け技能講習
□ 高所作業車運転技能講習
□ フォークリフト運転技能講習
□ 不整地運搬車運転技能講習
□ ガス溶接技能講習


